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◎児童福祉規則等の一部を改正する規則（規則第44号） 

 健康保険法施行規則の一部改正により、被保険者証が廃止されたこと及び改正前の同令の規定に基づき交付

された被保険者証について、当該被保険者証がなお効力を有することとする経過措置の期限がその全てにおい

て経過すること等に伴い、次に掲げる規則について所要の整備を行うこととした。 

１ 児童福祉規則 

２ 生活保護に関する手続等を定める規則 

３ 薬物の濫用の防止に関する条例施行規則 

４ 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する手続等を定める規則 
 

規 則 

 

 児童福祉規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年12月１日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

兵庫県規則第44号 

児童福祉規則等の一部を改正する規則 

（児童福祉規則の一部改正） 

第１条 児童福祉規則（昭和39年兵庫県規則第45号）の一部を次のように改正する。 

 様式第18号中 

「 

被保険者証等の         保険者等の名称            負担率 

記号及び番号 

 

                                   ％ 

                                           」 

を 

「 

被保険者等記号・番号等     保険者等の名称            負担率 

 

 

                                   ％ 

                                             」 

に改める。 

（生活保護に関する手続等を定める規則の一部改正） 

第２条 生活保護に関する手続等を定める規則（昭和39年兵庫県規則第86号）の一部を次のように改正

する。 
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様式第８号中「健康保険被保険者証記号番号」を「健康保険 被保険者等記号・番号等」に改める。 

（薬物の濫用の防止に関する条例施行規則の一部改正） 

第３条 薬物の濫用の防止に関する条例施行規則（平成26年兵庫県規則第30号）の一部を次のように改

正する。 

第３条第１号中「、健康保険の被保険者証」を削る。 

（保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する手続等を定める規則の一部改正） 

第４条 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する手続等を定める規則（令和５年兵庫県規則第

７号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１号中 

「 

※ 本 人 等 確 認 

□運転免許証     □健康保険被保険者証 

□個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所が記載され

ているもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみ

なされる外国人登録証明書 

 □その他（            ） 

（開示請求書の送付による開示請求） 

  □住民票          □その他（             ） 

（法定代理人による開示請求） 

□戸籍謄本        □登記事項証明書 

□その他（           ） 

（本人の委任による代理人による開示請求） 

 □委任状       □その他（           ） 

 」 

 を 

 「 

※ 本 人 等 確 認 

□運転免許証        

□個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所が記載され

ているもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみ

なされる外国人登録証明書 

 □その他（            ） 

（開示請求書の送付による開示請求） 

  □住民票          □その他（             ） 

（法定代理人による開示請求） 

□戸籍謄本        □登記事項証明書 

□その他（           ） 

（本人の委任による代理人による開示請求） 

 □委任状       □その他（           ） 

                                             」 

 に改める。 

  様式第11号中 

 「 
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※ 本 人 等 確 認 

□運転免許証     □健康保険被保険者証 

□個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所が記載され

ているもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみ

なされる外国人登録証明書 

 □その他（            ） 

（訂正請求書の送付による訂正請求） 

  □住民票          □その他（             ） 

（法定代理人による訂正請求） 

□戸籍謄本        □登記事項証明書 

□その他（           ） 

（本人の委任による代理人による訂正請求） 

 □委任状       □その他（           ） 

 」 

 を 

 「 

※ 本 人 等 確 認 

□運転免許証        

□個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所が記載され

ているもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみ

なされる外国人登録証明書 

 □その他（            ） 

（訂正請求書の送付による訂正請求） 

  □住民票          □その他（             ） 

（法定代理人による訂正請求） 

□戸籍謄本        □登記事項証明書 

□その他（           ） 

（本人の委任による代理人による訂正請求） 

 □委任状       □その他（           ） 

 」 

に改める。 

  様式第17号中 

 「 
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※ 本 人 等 確 認 

□運転免許証     □健康保険被保険者証 

□個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所が記載され

ているもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみ

なされる外国人登録証明書 

 □その他（            ） 

（利用停止請求書の送付による利用停止請求） 

  □住民票          □その他（            ） 

（法定代理人による利用停止請求） 

□戸籍謄本        □登記事項証明書 

□その他（           ） 

（本人の委任による代理人による利用停止請求） 

 □委任状       □その他（          ） 

 」 

 を 

 「 

※ 本 人 等 確 認 

□運転免許証        

□個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所が記載され

ているもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみ

なされる外国人登録証明書 

 □その他（            ） 

（利用停止請求書の送付による利用停止請求） 

  □住民票          □その他（            ） 

（法定代理人による利用停止請求） 

□戸籍謄本        □登記事項証明書 

□その他（           ） 

（本人の委任による代理人による利用停止請求） 

 □委任状       □その他（          ） 

 」 

 に改める。 

附 則 

この規則は、令和７年12月２日から施行する。 

 


